
 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する｡ 

 

 

平成２８年３月２５日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 阿 保 淳 士 

 

 

黒石市教育委員会規則第１号 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則（平成３年黒石市教育委員会規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

第１０条第１項中「課に」の次に「必要に応じ」を加える。 

別表第１文化スポーツ課の部文化スポーツ係の項中第８号から第１５号までを１号

ずつ繰り下げ、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 黒石運動公園有料都市公園施設の運営に関すること。 

 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 


